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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

固
定
資
産
税
の
徴
收
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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地
方
税
法
に
お
い
て
、
固
定
資
産
税
に
対
し
て
異
議
申
立
を
す
る
権
利
が
與
え
ら
れ
て
い
る
が
、
自
治
体
当
局
は
「
九
〇

〇
倍
の
倍
数
、
一
・
六
％
の
税
率
は
法
律
で
き
ま
つ
て
お
り
、
賃
貸
価
格
は
八
月
一
日
か
ら
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
。
と
い

う
理
由
に
よ
つ
て
異
議
申
立
を
受
け
付
け
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

こ
れ
は
、
納
税
者
の
正
当
な
権
利
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
。 

政
府
は
、
固
定
資
産
税
の
異
議
申
立
権
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 

固
定
資
産
税
の
徴
收
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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